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平
成
28
年
度
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
の

申
込
み
受
付
を
始
め
ま
す

　
保
育
所
は
、
就
労
な
ど
の
た

め
家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
保

護
者
に
代
わ
っ
て
保
育
を
行
う
児

童
福
祉
施
設
で
す
。

　
な
お
、就
労
の
時
間
な
ど
に
よ
っ

て
保
育
を
受
け
ら
れ
る
時
間（
保

育
の
必
要
量
）が
決
ま
り
ま
す
。

０
歳
児
～
小
学
校
就
学
前
児
童

　
た
だ
し
、
父
母
の
い
ず
れ
も

が
次
の【
保
育
を
必
要
と
す
る
事

由
】に
該
当
す
る
こ
と

【
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
】

＊
就
労

＊
産
前
産
後（
出
産
予
定
日
の
８

週
前
の
月
初
日
か
ら
出
産
日
か

ら
８
週
目
の
月
末
ま
で
）

＊（
保
育
を
必
要
と
す
る
程
度

の
）疾
病
・
負
傷
・
障
が
い

＊
親
族
の
介
護
・
看
護

＊
災
害
復
旧

＊
求
職
中（
入
所
後
90
日
以
内
の

就
労
が
必
要
）

＊
就
学
・
職
業
訓
練

　
施
設
一
覧
の
と
お
り（
10
ペ
ー

ジ
）

　
保
護
者
な
ど
の
市
民
税
の
課

税
状
況
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

※
提
出
書
類

　
配
付
開
始
　
11
月
２
日
㈪

　
配
付
場
所
　
保
育
幼
稚
園
課

　
　
　
　
　
　
ま
た
は
各
支
所

　
◆
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

　
　
取
得
で
き
ま
す
。

※
受
付
開
始

　
12
月
１
日
㈫
か
ら

　（
受
付
時
間
：
８
時

３０
分
～
１７
時
15
分
）

※
締
め
切
り

　
第
１
次
　
12
月
22
日
㈫

　
　
　
　
　
　【
結
果
通
知
】１
月
末

　
第
２
次
　
平
成
28
年

　
　
　
　
　
２
月
５
日
㈮

　
　
　
　
　
　【
結
果
通
知
】２
月
末

　
第
３
次
　
３
月
４
日
㈮ 

　
　
　
　
　
　【
結
果
通
知
】３
月
中
旬

　

※
予
約
申
し
込
み

　
平
成
28
年
度
中
に
産
休
・
育

休
が
明
け
る
児
童
に
つ
い
て
は
前

も
っ
て
申
し
込
み
で
き
ま
す
。（
出

生
前
で
も
申
し
込
み
可
。）

　
◆
た
だ
し
選
考
は
第
2
次
以
降

お散歩で電車を見に行きました。「電車来ないかな～」（ひまわり第１保育園）

保
育
所
　

【
休
日
受
付
】

12
月
12
日
㈯
、
13
日
㈰

　
　
　
　
９
時
～
16
時

市
役
所（
1
階
）保
育
幼
稚
園
課

現
在
保
育
所
に
入
所
中
の
方
へ

　
11
月
に
、
保
育
所
を
通
じ

て
平
成
28
年
度
の
入
所
継
続

に
つ
い
て
意
向
を
確
認
し
ま

す
。
引
き
続
き
同
じ
保
育
所

へ
の
入
所
を
希
望
す
る
場
合

は
、
後
日
、
継
続
に
必
要
な

書
類
を
配
付
し
ま
す
。

　
幼
稚
園
教
育
は
、
学
校
教
育

の
ス
タ
ー
ト
で
す
。

　
幼
稚
園
で
は
、
家
庭
や
地
域

と
連
携
し
な
が
ら
、
幼
児
が
集

団
生
活
を
通
し
て
、
心
身
の
健

や
か
な
発
達
の
基
礎
と
な
る
力

を
培
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
小

学
校
入
学
以
後
に
必
要
な
生
活

や
学
習
の
基
盤
を
育
成
し
ま
す
。

　
本
人
お
よ
び
保
護
者
が
出
雲

市
に
居
住
し
、
次
に
該
当
す
る

幼
児

◆
１
年
保
育（
５
歳
児
）

　
平
成
22
年
４
月
２
日
～

　
平
成
23
年
４
月
１
日
生
ま
れ

◆
２
年
保
育（
４
歳
児
）

　
平
成
23
年
４
月
２
日
～

　
平
成
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ

◆
３
年
保
育（
３
歳
児
）

　
平
成
24
年
４
月
２
日
～

　
平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ

　
通
園
区
域
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。

市
内
の
ど
の
幼
稚
園
で
も
入
園

で
き
ま
す
。

　
保
護
者
な
ど
の
市
民
税
の
課

税
状
況
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

　
９
時
～
14
時
30
分（
基
本
時

間
）

　
一
部
の
幼
稚
園
で
は
、
通
常

の
教
育
時
間
外
に
預
か
り
保
育

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
実
施
園
お
よ
び
実
施
時
間
は
、
11

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
預
か
り
保
育
を
利
用
す
る
場
合
は
、

通
常
の
保
育
料
の
ほ
か
に
預
か
り
保

育
料
が
必
要
で
す
。

※
受
付
期
間

　
12
月
１
日
㈫
～
22
日
㈫

　
中
央
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
12

月
14
日
㈪
を
締
切
と
し
ま
す
。

（
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
受
付
期

間
後
も
随
時
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
）

※
提
出
書
類

　
11
月
２
日
㈪
か
ら
各
幼
稚
園

で
配
布
し
ま
す
。
必
要
事
項
を

記
入
し
、
入
園
を
希
望
す
る
幼

稚
園
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

取
得
で
き
ま
す
。）

※
入
園
申
し
込
み
が
定
員
を
超
え
た

場
合
は
、
抽
選
で
入
園
者
を
決
定
し
ま

す
。

　
幼
稚
園
と
保
育
所
の
機
能
や

特
徴
を
あ
わ
せ
持
ち
、
地
域
の

子
育
て
支
援
を
行
う
施
設
で

す
。

幼
稚
園

認
定
こ
ど
も
園

「よーいどん！ゴールめざしてがんばるぞ！」（中部幼稚園）

保
育
幼
稚
園
課

	

☎
㉑
６
９
６
４

平
田
支
所
　
市
民
福
祉
課

	

☎
�
５
５
６
７

佐
田
支
所
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

	

☎
�
０
１
１
８

多
伎
支
所
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

	

☎
�
３
１
１
６

湖
陵
支
所
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

	

☎
㊸
１
２
１
５

大
社
支
所
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

	

☎
�
３
１
１
６

斐
川
支
所
　
健
康
福
祉
課

	

☎
�
９
１
１
０

保
育
幼
稚
園
課
　
　

	
☎
㉑
６
１
９
１

ま
た
は
各
幼
稚
園

　
　
　
　（
11
ペ
ー
ジ
表
参
照
）

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
所
利
用

は
、
保
育
所
と
同
じ
手
続
き
で

す
。
幼
稚
園
利
用
は
各
施
設
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
施

設
一
覧
は
11
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま

す
。）

＊
申
し
込
み
・
お
た
ず
ね
＊

＊
お
た
ず
ね
＊

＊
申
し
込
み
・
お
た
ず
ね
＊

対
象
幼
児

対
象
幼
児

通
園
区
域

募
集
保
育
所

申
し
込
み
に
つ
い
て

保
育
料

教
育
時
間

預
か
り
保
育

申
し
込
み
に
つ
い
て

保
育
料
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